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杉並区広報課 

杉並区災害時受援・支援計画(人的編)を策定 

令和 2年 3月 24日、杉並区防災会議を開催しました。当会議では、国や東京都などからの

人的支援の受け入れや応援要請方法等を具体化した「杉並区災害時受援・支援計画(人的編)」

について審議し、了承されました。併せて、スクラム自治体間の「自治体スクラム支援会議

における災害時の受援・支援計画(人的編)」についても報告を行い、方針を決定しました。 

令和元年 6月、杉並区業務継続計画（震災編）の改定により、災害発生後から行うべき業務

の要員が不足することが明らかになりました。その結果を踏まえ、国や東京都、他の自治体等

からの人的支援を効率的に受け入れ、効果的に活用するための体制や手順等を整理し、迅速か

つ円滑な被災者支援を実現するため、「杉並区災害時受援・支援計画(人的編)」を策定するこ

ととしました。 

また、本計画では、スクラム支援における受援・

支援の仕組みについても、より実態を想定し具体化

しています。 

東日本大震災では、被災した福島県南相馬市に対

して、災害時相互援助協定を締結していた杉並区を

はじめ、群馬県東吾妻町、新潟県小千谷市、北海道

名寄市と共に支援活動を行いました。 

この支援をきっかけに「自治体スクラム支援会議」

が発足し、その後、福島県北塩原村、東京都青梅市、

山梨県忍野村、静岡県南伊豆町が加わり、現在、杉

並区を含めた９自治体で相互支援の枠組みを構成し

ています。 

今回決定した方針では、杉並区や青梅市が被災し

た際には、小千谷市が窓口となり、被災を免れた自

治体と共に、物的・人的支援を行うことになります。 

また、他の自治体が被災した場合でも、被災を免

れた自治体が窓口となって迅速な支援ができるよう、

仕組みや基準の明確化を図りました。 

防災会議は、区長が会長を務め、区内の関係機関

や東京都、自衛隊、医師会などの代表者により構成

されています。今回の会議にて「杉並区災害時受援・

支援計画(人的編)」が了承されたことにより、杉並

区の受援・支援体制の具体化が実現します。 

なお、「自治体スクラム支援会議における災害時の受援・支援計画(人的編)」についても、

令和 2年 5月に開催される自治体スクラム支援会議（首長会議）にて決定される予定であり、

スクラム自治体間における相互支援体制も更に充実することとなります。
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